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はじめに

戦後日本において企業の共同行為に関する法規として最も基本となったのが1947年に公布され

た独占禁止法である。しかしながら、戦後、企業の共同行為を許認可する根拠法として多用され

たのは輸出取引法（1952年施行、翌53年輸出入取引法に改正）や中小企業安定法（1952年施行、

57年中小企業団体法に改正）などの独禁法の適用を除外する法令であった。これらの法令による

カルテル等の共同行為については研究が極めて少ない1。本稿は、この中で特に輸出入取引法を根

拠として実施された輸出カルテル助成政策を研究対象とする場合に検討すべき諸課題に関して筆

者の見解を整理したものである。

筆者は、すでに『通商産業政策史』第6巻において輸出入取引法の成立・改定過程に関して概説

し2、また、拙稿「輸出振興政策と輸出会議に関する一考察一企業の共同行為に関する議論を中心

に－」においては、1954年前後の輸出会議の議論から輸出入取引法改訂の過程と通産省の意図に

ついて考察している3。また、拙稿「戦後日本の輸出カルテルと輸出組合」において輸出入取引法

を根拠として締結された輸出カルテルに関してその全体状況を把握するとともに、輸出カルテル

締結の主体となった輸出組合の特質を明らかにした4。本稿は、それらを踏まえつつ戟後日本の輸

出カルテル政策分析の課題に関して総括的に論ずるものである。

1．詩制度間の関係について

第一の課題は、戦後、カルテル等の共同行為の根拠となった制度相互間の関係の解明である。

独占禁止法上の適用除外カルテルとして不況カルテルおよび合理化カルテルがあるがこれによっ

1御園生等『日本の独占禁止政策と産業組織』（河出書房新社、1987年）が輸出入取引法の1955年改正に触れている

ほか、白石孝『戦後日本通商政策史』（税務経理協会、1983年）が一部触れている。

2　通商産業省・通商産業政策史編纂委員会編『通商産業政策史』第6巻、1990年、249頁～280頁。

3　寺村泰「輸出振興政策と輸出会議に関する一考察一企業の共同行為に関する議論を中心に－」静岡大学『経済研究』

11巻4号（pp．91－110）2007年。
4　寺村泰「戦後日本の輸出カルテルと輸出組合」静岡大学『経済研究』12巻4号、2008年。
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て認可されたカルテル件数は少なく、独占禁止法および事業者団体法の適用を除外する法律であ

る中小企業安定法や輸出入取引法によるカルテル認可件数のほうが圧倒的に多い。またこれら以

外にも機械工業振興臨時措置法などの業種別振興法が独禁法の適用除外法として運用されており、

勧告操短のような行政指導による企業の共同行為も存在した。これらの相互の位置関係はいかなる

ものであったのか、またそれら諸制度がどのような経緯を経て成立したのかが問題となろう。と

りわけ政策当局はどのような全体構想と状況判断のもとに諸制度を立案していったのであろうか。

以上の点は独占禁止法の適用除外法として数多くのカルテルの根拠となった輸出入取引法の成

立、改正過程を検討する場合において重要な意味を持つと考えられる。通産省にとっては独占禁

止法本体の運用によるカルテル認可に比べて輸出入取引法のような独立法によるほうが「使い勝

手」が良かったと考えられる。特に、1955年改正により、通産省がカルテルを認可するにあたっ

て公取の「同意」を要件とするものから公取との「協議」のみでよくなったことにより、カルテ

ル認可の自由度が高まったことが同法の規定の利用に拍車をかけた。ただし、当然のことではあ

るが、輸出入取引法は輸出入に全く関わりのない国内取引には適用できないという限界がある。

中小企業が中心の業種の国内取引に対するカルテル認可に対しては中小企業安定法があるが、大

企業の国内取引に対しては独占禁止法本体の不況カルテルおよび合理化カルテルの規定を準用す

るか、紡績業のように勧告操短といった行政指導によるか機械産業振興臨時措置法のような振興

法を準用する必要がある。したがって、これらが全体としてどのように役割分担されていたかと

いうことが日本におけるカルテル助成（規制）政策全体を検討する上で重要になる。そのために

は、輸出入取引法の制定、改正過程がこれら諸法令の制定、改正過程とどのように連動していた

のかを明らかにする必要がある。

2．関係官庁間および産業界との関係について

第二の課題として、独占禁止法の番人としての公正取引委員会と産業政策の主務官庁である通

産省および産業界の三者の関係の解明があげられる。そして、その関係がカルテル助成（規制）

制度の成立過程とその機能にどのような影響を与えたかを明らかにする必要がある。

従来の理解5では、戦後の日本においては新たに独占禁止法が施行されたものの国内においてこ

の独占禁止法およびその理念を支持する勢力は微弱であり、わずかにGHQ反トラスト・カルテル

課の支持のもとに公正取引委員会がその役割を果たしていたにすぎない。しかも、占領終了とと

もに、後ろ盾を失った公正取引委員会は急速に力を失ってしまう。

このことは一面の事実ではあるが、他方で戦前との対比では独占禁止法の存在は否定できず、

また、公正取引委員会の存在も完全に無視できるものではなかったという側面を忘れてはならな

5　例えば、前出、御園生、26頁～29頁参照。
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い。戦前の重要産業統制法においても公益規定6があるもののその運用はあくまで産業政策の所管

官庁である商工省の政策のさじ加減のうちにあった。戦後は、独占禁止法が存在しその違反を監

視する公正取引委員会という組織がある以上、カルテル行為は潜在的には絶えずそのチェックを

受け違法行為とされる可能性があった。確かに、独占禁止法は段階的に緩和されまた同法の適用

を除外する法令が多数作られていくのであるが、しかしやはり独占禁止法と公正取引委員会の存

在を完全に無視することはできなかった。

また、このことは見方を変えるならば、独占禁止法と公正取引委員会があったからこそ産業界

にとって産業政策所管官庁とりわけ通産省の存在意義は戦前以上に高まった可能性を示唆するも

のである。合法的にカルテル行為を行うためには通産省などの公的お墨付きが必要となり、カル

テル行為を希望する業界は独占禁止法違反とされないためにも所管官庁への依存性を高めざるを

得なかった。無論、一面では公正取引委員会と通産省は絶えず権限をめぐって相争っているので

あるが、他面では構造的に相手の存在が自己の存在意義を高めるといういわば持ちつ持たれつの

関係を形成したと考えることも可能なのである。現代資本主義におけるカルテル規制的側面を公

正取引委員会が担い、カルテル助成的側面を通産省が担ったという役割分担関係が形成されたと

みることもできよう。

3．産業組織政策と産業構造政策との関係について

第三の課題は、産業組織政策（競争政策）と産業構造政策（産業構造高度化政策）との関係に

おける日本的特徴をどのように把握するかという点である。仮説的には前者の後者への埋没ない

し両者の津然一体という特徴が指摘されうる。すなわち、前述のように戦後の日本においては外

来的な独禁政策は根付いていないため、産業組織政策（競争政策）は産業構造政策（産業の保護・

育成＝産業合理化ないし高度化、輸出振興など）に対して下位ないし従属的な位置づけしか与え

られず、後者の目的実現のためのあくまで政策手段の一つとして利用される存在であったのでは

ないかということである。このことは、言葉を換えれば、市場メカニズムが上位にあって「市場

の失敗」の場合のみ政府が介入するといった思考とはまさに逆の発想である。すなわち「市場＝

競争」は政策目的に沿って「利用」すべき政策手段の一つに位置づけられることとなる。ただし、

6　戦前の重要産業統制法における第3条公益規定をめぐっては、独占規制的側面を強調する橋本寿朗・宮島英昭と、

これを否定しカルテル助成政策の補完的な規定にとどまるとする山崎志郎・平沢照雄の議論がある。橋本寿朗

『大恐慌期の日本資本主義』（東大出版会、1984年）、宮島英昭「産業合理化と重要産業統制法」（近代日本研究会

『近代日本研究』6，1984年）、山崎志郎「わが国における生産・設備投資の組織的調整の展開」（『年報・日本現代

史』第3号、1997年）158頁および平沢照雄『大恐慌期の経済統制』（日本経済評論社、2001年）73頁～78頁参照。た

だし、宮島は、1988年の論文「1930年代日本の独占政策」（鹿田功・奥田央・大沢真理編『転換期の国家・資本・

労働』、東京大学出版会）において、重要産業統制法の性格に関して不況期のカルテル助成的性格を強調すると

ともに、好況期の独占規制も独占的大企業の利潤保障と両立する範囲にあったとして、独占規制的側面を日本

における現代資本主義化の特徴とした従来の自説を大きく転換している。
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このことは市場メカニズムや企業へのインセンティブの存在を否定する政策が採られたことを意

味しない。それらは、政策当局にとって政策目的を実現する上でそれをどの程度許容するかとい

う操作変数となるのである。すでに戦時研究で明らかになっているように、戦時統制期ですら民

間のインセンティブを動員しない限り産業統制を有効に行い得なかったのであり7、その経験は、

戦後の経済官僚の意識に影響を与えていた8。

本稿で対象とする輸出入取引法によるカルテルに関してこの点をあてはめるならば、同法によ

るカルテルが独占禁止法の適用除外として認められる根拠は、「過当競争」による安値輸出や粗悪

な品質の商品を輸出することにより海外市場での不評や摩擦を引き起こしひいては日本の輸出拡

大にとって障害となることを防止することにあった。さらには、安値投げ売りにより輸出の期待

される産業が立ち行かなくなることを防止し、保護・救済を行い将来的な輸出増加を実現するこ

とであった。このことは、少なくとも政策当局の意識にあっては輸出振興という政策目標が上位

にあり、どの程度の競争を認めるかは政策手段の位置にあることを意味している。しかも、輸出

伸長を期待される産業は政策当局の判断により選択的に選別されるのであり9、この対象業種とな

らない場合はカルテル的保護の対象とはなりにくい。したがって、このような政策の実施は産業

構造の変化を誘導する効果も有しているため産業構造政策と分離できない性格を有している。

4．戦前・戦時統制との連続性について

第四の課題は、戦前のカルテル助成法および戦時統制との連続性をどのように把握するかである。

参考表にみるように戦前においてカルテル助成（規制）法が体系的に整備されたのは1931年で

あった。これ以前の1925年には既に重要輸出品工業組合法と輸出組合法が制定、施行されていた

が、中小工業および貿易業者が対象であり、大企業を中心とした業種にはその規制は及んでいな

かった。1920年代には大企業中心の製造業においては自主的なカルテル組織のもとで独占行為が

行われており「カルテルの自由」体制とも言える状況にあった10。昭和恐慌下の不況対策を契機と

して1931年に重要産業統制法が施行されたことにより、大工業部門にまで政府によるカルテル規

制（助成）の網がかけられた。また、この1931年には重要輸出品工業組合法は、工業組合法に改

訂され、輸出品のみならず重要な工業品生産者すべてが対象となり、工業組合連合会には個人加

7　例えば、寺村泰「日中戦争期の貿易政策一綿業リンク制と綿布滞貨問題」（近代日本研究会『年報・近代日本研究－

9・戦時経済』山川出版社、1987年）、原明「戦後50年と日本経済」（『戦後50年の史的検証』（年報日本現代史創刊

号、東出版、1995年）参照。

8　周知のように、敗戦後にいち早く統制の解除を志向したのは大蔵省と商工省の官僚であった。

9　この点に関しては前出拙稿「輸出振興政策と輸出会議に関する一考察一企業の共同行為に関する議論を中心に－」
参照。

101920年代のカルテル組織の実態については、橋本寿朗・武田晴人編『両大戦間期日本のカルテル』（お茶の水書房、

1985年）参照。
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参考表　戦前・戦後、カルテル助成法主要事項の比較

戦　　　　　前　　　　　期

重要事項

戦時統制期

輸出組合法
（1925）

重要輸出品
工業組合法

（1925）

輸出組合法
（1931）

工業組合法
（1931）

重要産業統制法
（1931）

貿易組合法
（1937）

組合の設立

組合加入の
強制

アウトサイ
ダー規制

加入（指定）
業者の範囲

地域別組合

その他

非強制・主務大
臣認可

加入・脱退自由

主務大臣の命令
（弊害の矯正）

輸出業者

非強制・主務　非強制・主務大臣
大臣認可　　　認可

加入・脱退自
由

行政官庁の命
令（弊害の矯
正）

加入・脱退自由

主務大臣の命令
（強化）

捻出業者
重要輸出品の　生産業者との連合
工業者

対象市場別に設
立可（基本的に　地区別
は全国組織）

大企業の加入
可

会制度（主務大臣
の設置命令可能）

対象市場別に設立
可（基本的には全
国組織）

・輸出組合連合会
・議決権の数に関
する制限緩和（大
輸出業者の発言力
強化）

非強制・主務大臣
認可

加入・脱退自由

行政官庁の命令
（弊害の予防又は

矯正）

重要工産品の工業

者

地区別

・公益規定を追加
・工業組合連合会
に個人加入を認め
た（大企業の加入
可）＝大企業の発
言力増加

届出

統制協定の加入
者の3分の2以上
の申請により主
務大臣命令

重要なる産業ヲ
営ム者（主務大
臣指定）

公益規定

政府による強制が
可能

政府による強制が
可能

主務大臣の命令
（弊害の予防又は

矯正・インサイダ
ーにも命令可）

輸出業者・輸入業
者
生産業者との連合
会制度（主務大臣
の設置命令可能）

種類別又は地域別

輸入組合設立可
貿易組合連合会
貿易組合中央会

戦時統制期

重要事項 工業組合法
（1937）

重要産業
統制法

輸出取引法
（1952）

特定中小企業安定
臨時措置法

（1952）

輸出入取引法
（1955）

中小企業安定法
（1955）

組合の設立

組合加入の
強制

アウトサイ
ダー規制

加入（指定）
業者の範囲

地域別組合

その他

政府による強制
が可能

政府による強制
が可能

行政官庁の命令
（弊害の予防又

は矯正・インサ
イダーにも命令
可）

工業者

地区別

工業組合中央会
も設立

届出

申請により政
府が強制命令

通商産業大臣認可　通商産業大臣認可

公正取引委員会同　公正取引委員会同
意　　　　　　　　意

通商産業大臣認
可

公正取引委員会

と協議

通商産業大臣認可
公正取引委員会と
協議

加入・脱退自由　　加入・脱退自由　　加入・脱退自由　加入・脱退自由

明文の規定なし アウトサイダー規　アウトサイダー　アウトサイダー規
制あり

重要なる産業　輸出業者・輸出品　指定業種（中小業
を営む者　　　の生産業著　　　　者3分の2以上）

業種別全国一円組原則1業種1組合A
口

独占禁止法の適用　独占禁止法の適用
除外法　　　　　　除外法

規制あり　　　　制あり

輸出業者・輸出
品の販売業者・指定業種（拡大）
生産業者

業種別全国一円
組合

原則1業種1組合

独占禁止法の適
用除外法　　　　独占禁止法の適用
申請後20日で協　除外法
定自動認可　　　申請後20日で協定
生産業者間の協　自動認可
定可

（出所）『商工政策史』第6巻、貿易（下）、1971年。同第11巻、産業統制、1964年。『通商産業政策史』第6巻、1989年。『日
本鉄鋼輸出組合二十年史』1974年、など参照。輸出組合法の31年改正に関しては「輸出組合の事業範囲を拡張」『大阪
毎日新聞』1931年1月10日（神戸大学『新聞記事文庫』産業組合6－011）も参照した。
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人を認めることにより大企業の加入を可能とし、また、輸出組合法もアウトサイダー規制に対す

る政府の強制力を強化するなどの改正が行われた。いわばカルテル助成（規制）の3法体制が1931

年に確立したといえよう。

ただしこれらは平時立法であり、組合の設立や組合への加入は原則的に自由であり、脱退も自

由であった。重要産業統制法によって統制行為を行う場合も届出主義をとっていた。ところが、

1937年以降、政府による統制色が一気に強まるなかで、これらの法令も戦時統制の一環として改

正され、強制的な性格が基本となった。たとえば、輸出組合法は貿易組合法と名称が変わり輸入

組合をも設立し得るものとなり、組合設立および組合加入において政府による強制が可能となっ

た0工業組合法にも同様の変更が行われた0これらの組合は、輸出入品等臨時措置法などの戦時

立法による物資統制などと相まって政府による統制実施の下請け機関としての性格を帯びること

となった。

第二次大戦後において通産省を中心にカルテル助成立法を再構築していくのにあたって当然こ

れら戦前、戦時の法令は参考にされたと考えられる。その場合、主としてモデルとされたのは戦

前平時の1931年の3法体制であったのか、あるいは戦時統制法であったのであろうか。参考表を見

るならば、戦後法はすべて通産省の認可は必要であるものの組合設立の強制はなく、加入・脱退

も自由であったことからするならば結果的には1931年の3法体制をモデルとしたと推定される。

ただし、重要産業統制法に対応するような大企業を主とする業種に対する単独のカルテル助成

法は戦後は存在しない。実際には、「重要産業安定法案」や「特定産業振興臨時措置法案」11といっ

たこの流れを引き継ぐような法律の立案は行われたが結局実現することはなかった。また、戦前

の輸出組合法では価格協定、数量協定については明示的規定がない。アウトサイダー規制につい

て主務大臣が命令の定めるところより取締りを行うとなっているほか理事、監事の認可、検査員

の解任権が規定されている以外は、組合の自主的事業となっている。これに対して1952年の輸出

取引法では、カルテル協定を結ぶ場合通産省の認可と公正取引委員会の同意が必要であり、戦前

法よりは業界の自主性が制限されている。したがって、戦後法は戦時統制法のような強制的性格

は小さいとしても、31年法への単純な回帰でもない。すでに述べたように、戦後は独占禁止法が

存在しそれとの関係でカルテル結成において公的機関の「認可」＝「お墨付き」が必要になった

ため、それが政府の許認可権限強化につながったと仮説的には推察されるが、この点に関しては、

さらに戦後のカルテル助成法の立案過程に関する実証的検討が必要となろう。

なお、この検討においては、31年法体系との相違として、法の対象が一致していないことも留

意しておくべきであろう。参考図のように戦前の輸出組合法による輸出組合は輸出業者のみを対

11重要産業安定法案に関しては『通商産業政策史』第5巻、1989年、264頁～276頁（宮島英昭稿）参照。特定産業振興
臨時措置法案に関しては、『同』第10巻、47貢～90頁（大山耕輔稿）参照。
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象としており、輸出品の生産業者は重要輸出品工業組合法の流れをくむ工業組合法による各工業

組合に組織されていた。ところが、戦後は、輸出品生産業者の多くは輸出組合に組織化されるこ

とになった12。したがって、戦後の輸出組合は、繊維の一部を除いて戦前の輸出組合と輸出工業組

合を兼ねたものとなり、戦前とは組合の性格が大きく異なっているといえよう。ただし、1931年

の輸出組合法改正により輸出組合と生産組合との連合会を結成できることとなった点から考える

ならば、この流れを戦後の輸出組合が引き継いだとも考えられる。いずれにせよ、戦前と戦後は

歴史的条件を異にしているのであり、その戦後的条件の中でいかにカルテル助成法が立案された

かが検討されなければいけない。いわゆる「源流論」は過度の単純化に陥りがちであるが、歴史

実証においてはそのような愚を避けなければならない13。

参考図　戦前（1931年）・戦後（1952年以降）のカルテル助成（規制）法の対応イメージ

〈戦前カルテル3法体制〉
（1931年）

輸出組合法

工業組合法

重要産業統制法

〈戦後カルテル助成法〉

輸出（入）取引法

中小企業安定法
（中小企業団体法）

直接対応する法律成立せず
以下の手段で代位

勧告操短

独占禁止法による不況カルテル・合理化カルテル
機械工業振興臨時措置法などの業種別振興法

5．産業政策の社会政策的効果について

第五の課題は、現代資本主義＝福祉国家の外延部分を構成するものとしての産業調整政策なか

んずくカルテル助成政策を位置づけることが可能かどうかという点である。戦後日本においては

新たな憲法のもと「生存権」が保障されるとともに男女普通選挙権に集約される大衆民主主義状

況が現出した。その他の民主化政策も併せていわゆる「現代資本主義」が日本においても本格的

に成立することとなっていく（ヨーロッパ諸国に比べれば不徹底であるが）。このような状況下で

「産業政策」はどのような影響を受けることとなったのであろうか。「産業政策」の一つとして輸

出カルテル助成政策においても単なる競争条件の整備にとどまらず、「過当競争」の名のもとに体

力の弱い業者や業界を救済するという目的が混入しているのではないか、あるいは事実ないし結

果の問題として救済ないし「社会安定化機能」を果たしたのではないだろうかといった点が検討

12前出、拙稿「戦後日本の輸出カルテルと輸出組合」参照。

13この点に関しては、野口悠紀雄の「1940年体制論」に対する前出、原朗論文による批判を参照のこと。
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される必要がある。いわゆるカルテル助成政策の社会政策的側面に関する問題である。

近年、福祉国家の変質ないし後退をめぐって議論が盛んであり14、そこで指摘されている広義の

福祉国家機能すなわち社会保障制度にとどまらない様々な社会安定化機能（政策）の一つとして

産業政策も位置づけることができると考えられる15。輸出入取引法によるカルテルの多くは中小企

業が大勢である業種を対象としているため、同法によるカルテル認可は過当競争による対外摩擦

の緩和にとどまらず当該業種の救済要求を実質的には反映している場合が多くみられると考えら

れる。同様の議論は戦前についても平沢照雄16が金子勝17の「セイフティーネット論」をひきなが

ら重要産業統制法の性格をめぐって展開しており、山崎志郎18も産業統制の社会政策的配慮につい

て指摘している。武田晴人も重要産業統制法の現実の運用が「中小経営の再編整理による雇用水

準の維持にあったと言えなくもない」とし、「中小経営の利害を尊重とするという限りでは1920年

代から徐々に進んでいた」と指摘している19。また、工業組合法による中小企業救済については由

井常彦が、1932年後半より商工省は工業組合の統制機能を恐慌下の中小工業問題解決のために広

く活用することとなったと指摘している加。一方で、自木沢旭児は、平沢照雄と基本的には同様の

問題意識のもとに陶磁器業の工業組合統制の事例を検討して、「戦前日本における現代資本主義化

はイデオロギー（統制経済論）が先行しつつ、実態としては市場メカニズムの変化の程度にして

も、社会政策の展開にしても極めて不十分」であり「それゆえその完成に向けての運動・要求は

ますますエスカレートする」として戦前における中小企業カルテル助成政策の社会政策的意義を

限定的にとらえている21。このように戦前のカルテル助成政策についての評価は分かれている。

14代表的なものとして林健久・加藤栄一編『グローバル化と福祉国家財政の再編』（東京大学出版会、2004年）、お

よび日本財政学会編『グローバル化と現代財政の課題』（有斐閣、2005年）所載の各論文を参照のこと。

15上記の日本財政学会編に所載されている岡本英男「福祉国家はどのように変容したか」では、1990年代以降、完全

雇用政策、労使関係の安定化政策、地域間財政調整政策あるいは中小企業や農業などの弱小部門への保護とい

った「広義の福祉国家」機能は世界的にかなり解体ないし縮小しているが、福祉国家の中核をなす社会保障制度＝

「狭義の福祉国家」機能は規模や基本的枠組みの点でいまだ維持されており、「福祉国家」は「支援国家」へと転換

したとする加藤栄一の主張は誤りであるとされている。この当否は本稿の課題ではないが、このような福祉国
家機能の分類は参考となる。

16前出、平沢照雄『大恐慌期日本の経済統制』、序章参照。

17金子勝『市場と制度の政治経済学』筑摩書房、1999年。

18前出、山崎志郎論文、159頁。

19前出、橋本・武田編『両大戦間期日本のカルテル』、419頁。

測由井常彦『中小企業政策の史的展開』東洋経済新報社、1964年、236頁。

21日木沢旭児『大恐慌期日本の通商問題』御茶の水書房、1999年、260頁。この点では平沢照雄が対象としている輸

出電球業においても自木沢と同様の理解が成り立ちうる。平沢自身の分析によれば、1933年に日本電球工業組合

連合会が結成されて無秩序な輸出の規制に乗り出した時点においては、政策当局は下請け企業の生活防衛のた

めの共販制反対運動の盛り上がりにもかかわらず共販の実施を支持しており、雇用の維持＝セイフティーネッ

ト機能を重視してはいない。その後下請け業者みずからの組織化と陳情等の運動の強化の中で商工省は対応を

変化させているのであって、当初から政策目的の上位に雇用確保があったとはされていない。（前出、平沢、第

四章参照）。したがって、この輸出電球業に関する限り事態は自木沢の理解のほうが整合性を有しており、この

事例は重産法の分析によって1930年代初頭からセイフティーネット機能を強調する平沢自身の議論とは必ずしも

整合しないと考えられる。
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戦後のカルテル助成政策において、このような社会政策的な意図はどの程度存在したのであろ

うか。河野康子によれば、1949年3月のドッジラインによる超均衡予算成立後の10月には通産省

内において「合理化による失業の発生を想定する点で共通理解」が存在し、これを解決するもの

として独占禁止法緩和が位置づけられ、「失業問題を土木事業で解消することには無理があり、失

業問題は産業組織の合理化によって対処すべき」との見解が有力であった盟。同様の発想が独禁法

の適用除外法によるカルテル助成においても挿入されているであろうというのは無理な想定では

なかろう。

戟後のカルテル助成政策も戦前における社会政策的な配慮と同様な性格のものであったのか、

それとも大衆民主主義制度の成立と戦後の民主化状況の中で段階的な変化を遂げているのかとい

った点に関して検討する必要があろう。また、戦後しばらくは現代資本主義の根幹をなす年金、

医療といった社会保障制度の整備が不十分であったため、その他の社会安定化機能が代位補完し

ていたと考えることも可能であるかもしれない。

なお、この点を検討する場合には業種ごとに事情がかなり異なっているためいくつかの代表的

な業種を取り上げて実態を検討する必要がある。また、分析において留意しておかなければなら

ないのは、戦後の場合には独占禁止法があるがゆえに同法の規定に抵触しないように配慮がされ

る結果、仮に業界救済が主要なねらいであったとしてもいわゆる「本音」を検出することは戦前

に比べて困難である。したがって、この点に関しては各業界の実態を背景として実際にどのよう

な状況でカルテルが実施され、それがどのような効果を結果的に当該業界にもたらしたかという

点から判断する必要がある。

6．おわりに

以上のように、①カルテル助成制度間の関係、②関係官庁間の関係および産業界との関係、③

産業組織政策（競争政策）と産業構造政策（産業構造高度化政策）との関係、④戦前、戦時との

連続・断絶の問題および⑤カルテル助成政策における社会政策的意図と効果の解明といった諸課

題が、戟後の輸出カルテル助成政策を分析するにあたって提起し得る。これらの課題は、相互に

連関している。たとえば、①のカルテル助成制度の相互関係の問題は、④の戦前、戟後の連続性

如何の問題と密接に関連しているし、⑤の社会政策的意図と効果の問題は同法によるカルテルが

対象にしている業種の特性と関連しており、したがって②の政府機関と産業の関係の問題と重な

ってくる。

これらの諸課題を解明するためには、まず、輸出（入）取引法の制定、改正過程を可能な限り

盟河野康子「輸出振興と政党政治一昭和二八年度予算案修正をめぐる政治過程－」（『年報近代日本研究－15』所収、

山川出版社、1993年）
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詳細に明らかにすることにより、立案の経緯、背景、意図を明らかにする作業が不可欠である。

次に、同法のもとで認可されたカルテルの実態を明らかにすることによりその性格と実際に果た

した機能を確定していく作業が必要になろう。その場合、制度の拡充に従って、性格の異なるカ

ルテルが同法のもとで認可されるようになってくると考えられるため、類型的な分類に基づいた

分析が求められる。

以上の諸課題の解明によって、戦後日本資本主義における産業と政府との関係および現代資本

主義化の特質をも照射されてくると考えられる。
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